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実
動
へ
の
年

　
こ
こ
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
麓
、
大
原
野
に

沙
羅
樹
林
の
緑
に
つ
つ
ま
れ
て
、
カ
ピ

ラ
城
が
美
し
い
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
て

い
る
。
花
が
咲
き
ほ
こ
り
、
鳥
が
飛
び

か
い
、
菩
提
樹
下
に
清
水
を
た
た
え
た

浄
池
と
摩
耶
堂
が
あ
る
。
釈
尊
は
こ
こ

に
お
生
れ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ル
ン
ビ
ニ
ー
の
現
状
は
、
自
然
の
ま

ま
放
置
さ
れ
、
礼
拝
も
思
う
に
か
な
わ

ぬ
所
で
あ
る
。
思
え
ば
復
興
を
決
議
以

来
四
年
を
経
て
、
専
門
的
調
査
も
さ
れ
、

日
本
仏
教
徒
委
貝
会
が
設
置
さ
れ
た
今

日
、
世
界
の
仏
教
徒
の
総
力
を
結
集
し

て
復
興
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
申
す
ま
で
も
な
く
、
ル
ン
ビ
ニ
：
は

世
界
の
文
化
財
で
あ
り
、
仏
教
誕
生
の

浄
域
で
あ
る
。
文
化
国
家
育
成
が
平
和

へ
の
近
道
で
あ
る
事
を
世
界
に
提
示
す

る
た
め
に
も
、
本
年
を
ル
ン
ビ
ニ
ー
実

動
の
年
と
し
た
い
。

報
　
恩
　
講

　
　
　
　
　
（
西
本
願
寺
）

1
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全
日
本
仏
教
会
会
長
秦

慧
　
玉

　
　
　
さ
れ
た
仏
教
遺
跡
の
復
興
、
修
復
等
の
問
題
に

　
　
　
つ
い
て
も
思
い
致
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

長会
　
　
　
な
お
一
九
七
九
年
よ
り
始
め
ら
れ
た
、
釈
尊

秦

　
威
し
ん
で
新
年
を
慶
祝
申
し
上
げ
ま
す
。
世

界
の
平
和
と
安
寧
を
希
い
、
各
宗
派
各
団
体
の

皆
様
の
安
祥
な
ら
ん
こ
と
を
念
じ
ま
す
。

　
昨
今
は
げ
し
く
移
り
行
く
世
相
の
中
で
、
人

々
は
精
神
、
物
質
共
に
豊
か
さ
を
求
め
て
い
る

社
会
に
対
応
し
て
、
如
何
に
仏
法
を
転
ず
べ
き

か
を
各
々
御
零
進
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　
大
戦
後
わ
が
国
の
繁
栄
は
、
各
界
の
人
々
の

努
力
の
上
に
平
穏
の
う
ち
に
そ
の
発
展
を
見
る

事
が
で
き
ま
し
た
が
、
今
私
共
の
廻
り
に
は
、

青
少
年
非
行
の
年
少
化
や
無
差
別
粗
暴
な
犯
罪

な
ど
、
新
た
な
社
会
問
題
が
生
じ
て
お
り
ま
す
。

第
二
十
八
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
に
お
い
て
も
、

討
議
さ
れ
ま
し
た
通
り
、
生
命
の
尊
厳
、
人
格

の
尊
重
は
仏
教
の
基
本
理
念
で
あ
る
事
を
世
に

訴
え
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
対
処
し
て
行
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
世
界
に
お
い
て
は
、
未
だ
中
近
東
の
争
い
も

解
決
の
き
ざ
し
が
見
え
ず
、
ま
た
ア
ジ
ア
の
仏

教
国
に
は
、
緊
急
の
援
助
を
求
め
て
い
る
難
民

問
題
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
戦
禍
に
よ
っ
て
破
壊

御
生
誕
地
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
に
あ
た
り
、
昨
年

私
を
始
め
、
委
員
会
を
現
地
に
派
遣
致
し
、
本

年
よ
り
具
体
的
に
計
画
が
進
め
ら
れ
ま
す
。
ル

ン
ビ
ニ
ー
が
仏
教
徒
の
聖
地
と
し
て
礼
拝
で
き

、
る
様
復
興
さ
れ
ま
す
こ
と
を
願
い
、
御
一
層
の

御
協
力
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
，

　
年
頭
に
当
り
、
諸
事
所
感
を
の
べ
、
世
界
の

永
久
平
和
招
来
の
た
め
、
皆
様
の
御
道
念
、
御

支
援
を
御
願
い
致
し
ま
し
て
、
御
挨
拶
と
致
し

ま
す
。

全
日
本
仏
教
会
理
事
長
鱒
渕
正
浩

鱒渕理事長

　
昭
和
五
十
七
年
の
新
春
を
迎
え
、
皆
様
の
ご

健
勝
を
心
か
ら
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
今
日
地
球
上
に
・
は
数
多
く
の
宗
教
が
存

在
い
た
し
、
夫
々
異
な
る
教
義
、
信
条
や
宗
教

儀
礼
を
通
じ
て
人
類
の
心
の
糧
と
な
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
民
族
文
化
の
形
成
に
寄
与
い
た
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。
又
同
時
に
宗
教
者
は
、
自
ら
の

使
命
を
に
な
っ
て
民
衆
と
共
に
生
き
、
社
会
へ
、

の
奉
仕
活
動
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
事
は
、
申

す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
宗
教
以
外
の
分
野
に
お
い
て
も
、
政
治
、
経

済
、
学
術
、
文
化
等
、
国
家
や
民
族
を
超
え
て
、

現
代
的
諸
問
題
に
つ
い
て
世
界
何
々
会
議
、
東

南
ア
ジ
ア
何
々
会
議
と
、
夫
々
国
家
国
民
は
真

剣
に
取
り
組
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
近
年
は
特
に

人
類
存
亡
の
危
機
感
が
あ
り
、
世
界
の
多
く
の

宗
教
者
は
世
界
仏
教
徒
会
議
、
世
界
宗
教
者
平

和
会
議
、
そ
の
他
宗
教
職
の
あ
ら
ゆ
る
会
議
に

核
禁
止
運
動
、
世
界
平
和
運
動
に
挺
身
い
た
し

ま
す
と
共
に
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
熱
心
に
対
話

を
展
開
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
昨
年
は
ロ
ー
マ
法
王
・
ヨ
ハ
ネ
パ
ウ
ロ
ニ
世

が
来
日
い
た
し
、
東
京
バ
チ
カ
ン
大
使
館
に
お

い
て
、
全
仏
秦
会
長
、
藤
井
副
会
長
等
、
十
名

の
全
仏
代
表
者
が
親
し
く
面
接
い
た
し
、
平
和

問
題
に
つ
い
て
種
々
懇
談
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
一
方
国
内
に
お
い
て
は
、
科
学
、
技
術
、
経

済
の
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
み
て
い
る
半
面
、
道

徳
的
規
範
を
逸
脱
し
物
質
の
み
に
走
り
、
精
神

生
活
を
忘
れ
た
多
く
の
宗
教
無
関
心
者
が
お
り

ま
す
こ
と
は
、
誠
に
恐
る
べ
き
事
で
寒
心
に
堪

え
ま
せ
ん
。
今
こ
そ
諸
悪
の
根
源
を
断
ち
切
り
、

人
グ
に
真
に
生
き
る
喜
び
を
与
え
る
よ
う
、
お

互
い
努
力
精
進
す
べ
く
決
意
を
新
た
に
い
た
し

た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
各
位
の
益
々
の
御
健
勝
と
御
活
躍
を
祈
念
し
、

新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

謹
賀
新
年

財
団
法
人
全
日
本
仏
教
一

会
　
長
　
秦

慧
　
玉

副
会
長
山
田
恵
諦

〃〃

上
　
野
　
頼
　
栄

藤
　
井
　
実
　
応

理
事
長
　
　
鱒
　
渕
　
．
正
　
浩

常
務
理
事

山岩岩吉高芝田久阿中
　　　　　　　保部
本崎崎岡藤原中埜野里
　鳳宗射法郷亮太龍徳
杉栄秀一雄音三一正海

理

事

本安味長森
　　　谷
間井岡川田
義俊三嘆禅

博雅戒信朗

原貝塩野五期目小四
田山田口辻原田沢宮

良宣義浩実大奮照正
道泰朗堂誠潤彦禧音

高広岩橋塩
島田城手入
広豊秀隆亮
勝柳雄応達
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同
和
研
修
会
を
開
催

　
去
る
十
二
月
十
一
日
、
東
京
・
港
区
の
曹
洞

宗
宗
務
庁
を
会
場
に
、
各
宗
派
・
四
仏
か
ら
百

人
の
出
席
者
を
集
め
て
、
全
仏
・
同
和
研
修
会

が
開
催
さ
れ
た
。
午
前
九
時
か
ら
の
開
会
式
で

は
、
小
野
島
事
務
次
長
、
橘
全
仏
同
和
委
員
長
、

そ
れ
に
会
場
を
提
供
し
た
曹
洞
宗
の
田
中
宗
務

総
長
か
ら
挨
拶
、
つ
づ
い
て
「
差
別
と
人
権
の

歴
史
」
と
題
す
る
映
画
が
上
映
さ
れ
た
。

　
十
時
か
ら
、
浄
土
宗
の
蓮
池
瑞
蝦
腰
に
よ
る

講
演
が
始
ま
っ
た
。
蓮
池
師
は
、
自
分
が
同
和

57

N
6
月
2
4
日

西
本
願
寺

札
幌
別
院

　
第
二
十
九
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
は
、
召

和
五
十
七
年
六
月
二
十
四
日
（
木
∀
に
、
北
海

道
札
幌
市
の
西
本
願
寺
・
札
幌
別
院
に
お
い

て
、
北
海
道
仏
教
会
連
盟
（
松
井
義
海
会
長
）
、

の
主
催
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
先
だ
ち
、
前
日
の
二
十
三
日
に
は
讃

仏
代
表
者
会
議
が
開
か
れ
る
予
定
。

　
な
お
、
大
会
の
あ
り
方
や
内
容
な
ど
に
つ
い

て
は
、
今
後
、
組
織
専
門
委
員
会
及
び
準
備
委
譲

会
で
討
議
を
重
ね
開
催
さ
れ
る
意
向
で
あ
る
。

　
〔
写
真
は
西
本
願
寺
・
札
幌
別
院
〕

地
区
の
人
た
ち
に
識
字
学
習
を
行
な
っ
て
い
る

具
体
的
経
験
を
、
熱
っ
ぽ
く
話
さ
れ
た
（
要
看

は
1
5
頁
に
掲
載
）
。
そ
の
後
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
て
学
習
会
が
持
た
れ
、
午
前
の
日
程

を
終
え
た
。

　
昼
食
に
引
き
つ
づ
い
て
、
十
二
時
半
か
ら
は

再
び
映
画
（
「
部
落
差
別
と
は
何
か
」
）
が
上
映
さ

れ
、
午
後
の
基
調
講
演
、
部
落
解
放
研
究
所
事

務
局
長
の
村
越
末
男
氏
に
よ
る
「
基
本
的
人
権

と
同
和
問
題
」
へ
と
移
っ
た
（
要
旨
は
1
5
頁
）
。

そ
の
後
、
村
越
氏
に
対
し
て
質
問
等
が
出
さ
れ
、

全
体
の
学
習
会
が
行
な
わ
れ
た
。
四
時
か
ら
の

閉
会
式
で
は
、
勝
部
組
織
局
長
か
ら
挨
拶
が
あ

っ
て
、
全
て
の
日
程
を
終
了
。

麗麗大土本松

西井石持場浦

日鶴好良大勝

静州文栄獣道

監
皿

植
　
松

岩
　
脇

宏

事
信威

事
務
総
局

板塚高広永沼

垣田鶴川井田

隆賢正芳孝恵

寛照信雄道範

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
ノ
七
ノ
四

〒
一
〇
五

事
務
総
長

事
務
次
長

総
務
局
長

組
織
局
長

〇
三
（
四
三
七
）
九
二
七
五

国
際
文
化
局
長

全
盤
派
遣
タ
イ
駐
在
員

W
F
8
本
部
事
務
局
次
長

　
　
　
他

関
西
事
務
局

職小安勝豊小日
　　　　　野
員谷本部田島野

一亀利定英元照
　太
同郎正昭世雄護

京
都
市
東
山
区
七
条
東
瓦
町

　
　
真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
内

事
務
総
長

組
織
部
長

国
際
部
長

文
化
部
長

教
化
部
長

審
議
部
長

総
務
部
長

　
　
　
他

職堀小出長小二小
　　　雲谷
員井泉路川林田沢

一隆宗善順止血照

同俊和嗣雄戒生禧
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署
像
》
ミ
ぐ
）

遷
奪
さ
為
＼
．
漆
き
、

　
　
㍉
欝
鼠
鐙
ξ

、
為
、
》
、
蕗
詠
、
、

…
訪
’

也
、

僧
院
建
設
予
定
地
に
記
念
植
樹

，’・，・計
㌦，か，∫、’‘・，

難撫縫

き
鳴
’
串
・
一
再

／
湾
一
跨
門
生
拶

’
籍

4
，
新
農
．
、

　
昨
年
十
一
月
十
日
か
ら
七
日
間
に
わ
た
っ
て
、

全
仏
・
ル
ン
ビ
ニ
ー
視
察
団
（
団
長
・
小
野
島

元
雄
撫
仏
事
務
次
長
）
の
一
行
十
四
人
が
、
ネ

パ
ー
ル
の
現
地
を
訪
れ
た
。
視
察
団
は
、
今
後

全
仏
が
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
に
取
り
組
む
に
当
た

り
、
貴
重
な
情
報
を
得
て
、
全
員
元
気
に
帰
国

し
た
。
以
下
は
、
国
際
部
に
よ
る
、
そ
の
報
告

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唇
感

轡
凱
懸
、
’
蝿
・
．
　
謹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
織
、

摩
耶
堂
か
ら
見
た
ル
ン
ビ
ニ
ー
全
景
（
上
）

と
ネ
パ
ー
ル
首
相
へ
団
長
か
ら
記
念
品

1

　
十
日
目
早
朝
、
成
田
空
港
を
出
発
し
た
一
行

は
、
タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
で
一
泊
し
た
後
、
十
一

日
午
前
十
一
時
、
カ
ト
マ
ン
ズ
空
港
に
到
着
し

た
。
ネ
パ
；
ル
国
ル
ン
ビ
ニ
ー
開
発
委
員
長
・

ロ
ッ
ク
ダ
ル
シ
ャ
ン
氏
の
出
迎
え
を
受
け
、
ホ

テ
ル
へ
直
行
し
て
わ
ず
か
な
休
息
を
と
っ
た
後
、

さ
っ
そ
く
政
府
官
舎
で
、
カ
シ
ナ
ツ
労
働
交
通

大
臣
、
シ
ャ
ル
マ
労
働
交
通
局
長
ら
と
会
談
し

た
。　
こ
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
開
発
計
画
は
、
ネ
パ
ー
ル

政
府
内
で
は
労
働
交
通
局
所
管
の
問
題
で
あ
り
、

労
働
交
通
大
臣
は
、
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
問
題
に

つ
い
て
、
日
本
仏
教
徒
の
で
き
る
限
り
の
御
協

力
を
お
願
い
し
た
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
さ
ら
に

こ
の
夜
、
カ
ト
マ
ン
ズ
市
内
の
ブ
ル
ー
ス
タ
ー

ホ
テ
ル
に
お
い
て
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
開
発
委
貝
長

主
催
に
よ
る
歓
迎
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、

カ
シ
ナ
ツ
大
臣
、
シ
ャ
ル
マ
局
長
を
は
じ
め
、

ネ
パ
ー
ル
政
府
観
光
局
、
考
古
学
局
、
外
務
省

な
ど
、
十
数
人
の
方
々
か
ら
歓
待
を
受
け
、
懇

談
の
機
会
を
も
っ
た
。

航
空
写
真
撮
影
に
成
功

　
翌
十
二
日
に
は
、
午
前
十
時
半
、
タ
パ
：
不

パ
ー
ル
首
相
と
の
会
見
が
実
現
し
た
。
タ
パ
首

相
は
、
昨
年
二
月
に
全
仏
特
使
と
し
て
現
地
を

視
察
し
た
加
藤
前
総
務
局
長
の
時
と
同
様
に
、

「
ネ
パ
ー
ル
の
国
家
計
画
と
し
て
の
ル
ン
ビ
ニ

ー
復
興
に
あ
た
り
、
世
界
各
地
の
仏
教
徒
、
特

に
日
本
仏
教
徒
の
援
助
・
協
力
を
強
く
要
望
し

ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
小
野
島
団

長
は
「
ど
の
程
度
の
規
模
に
な
る
か
は
、
ま
だ

わ
か
ら
な
い
が
、
釈
尊
聖
地
の
復
興
に
つ
い
て
、

で
き
る
だ
け
の
協
力
が
で
き
る
よ
う
、
努
力
し

一4一
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た
い
」
と
言
明
し
た
。

　
ホ
テ
ル
で
昼
食
の
後
、
一
行
は
い
よ
い
よ
目

的
地
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
に
向
け
、
カ
ト
マ
ン
ズ
空

港
か
ら
ロ
イ
ヤ
ル
ネ
パ
：
ル
航
空
機
で
出
発
し

た
。
約
一
時
間
の
飛
行
の
後
、
シ
ッ
ダ
ル
タ
ナ

ガ
ー
ル
空
港
到
着
直
前
、
信
じ
ら
れ
な
い
事
が

起
こ
っ
た
。
同
行
し
て
い
た
ロ
ッ
ク
ダ
ル
シ
申

ン
・
ル
ン
ビ
ニ
ー
開
発
委
三
聖
が
搭
乗
機
の
パ

イ
ロ
ッ
ト
に
、
私
た
ち
一
行
の
た
め
に
ル
ン
ビ

ニ
i
周
辺
を
飛
行
す
る
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
。

お
か
げ
で
私
た
ち
は
、
上
空
か
ら
ル
ン
ビ
四
二

全
景
を
な
が
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
航
空
写

真
の
撮
影
に
も
成
功
し
た
。
こ
の
紙
面
で
ロ
ッ

ク
ダ
ル
シ
ャ
ン
氏
に
感
謝
し
た
い
が
、
突
然
の

要
望
に
不
平
を
も
ら
さ
な
か
っ
た
、
パ
イ
ロ
ッ

ト
や
他
の
乗
客
を
見
て
、
お
国
柄
の
違
い
を
つ

く
づ
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

　
シ
ッ
ダ
ル
タ
ナ
ガ
ー
ル
空
港
到
着
後
、
約
一

時
間
、
パ
パ
イ
ヤ
や
マ
ン
ゴ
ウ
の
樹
が
両
側
に

植
え
ら
れ
た
道
を
バ
ス
に
ゆ
ら
れ
、
ル
ン
ビ
心

隔
へ
到
着
。
さ
っ
そ
く
摩
耶
堂
内
で
、
こ
の
視

察
団
副
団
長
で
あ
る
、
臨
済
宗
建
長
寺
派
宗
務

総
長
・
本
場
大
龍
師
導
師
の
も
と
に
、
法
要
が

行
な
わ
れ
た
。
こ
の
時
、
本
場
師
は
、
摩
耶
堂

参
拝
を
記
念
し
て
、
次
の
よ
う
な
偶
を
つ
く
ら

れ
、
披
露
さ
れ
た
。

　
仏
母
胎
爵
号
仏
身
　
腋
間
開
誕
独
尊
人

　
遙
来
相
見
毘
園
禅
　
玉
壷
星
光
禧
劫
春

　
摩
耶
堂
内
に
は
、
日
本
の
仏
教
信
者
か
ら
贈

ら
れ
た
、
天
が
い
、
馨
台
、
ロ
：
ソ
ク
立
て
な

ど
が
置
か
れ
、
礼
拝
す
る
に
適
し
た
様
相
を
呈

し
て
い
た
が
、
面
積
に
つ
い
て
は
、
人
が
十
二
、

三
人
入
る
と
い
っ
ぱ
い
に
な
る
狭
さ
で
あ
り
、

も
う
少
し
広
い
御
堂
に
し
な
け
れ
ば
、
と
改
め

て
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

　
ま
た
摩
耶
堂
に
は
、
丹
下
健
三
氏
が
作
成
し

た
ル
ン
ビ
ニ
ー
開
発
の
基
本
計
画
（
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
）
の
模
型
が
あ
り
、
一
行
は
、
摩
耶
堂

周
辺
を
視
察
の
後
、
そ
の
模
型
を
も
と
に
、
ロ

ッ
ク
ダ
ル
シ
ャ
ン
氏
か
ら
説
明
を
受
け
た
。
そ

し
て
模
型
の
中
の
建
物
の
位
置
な
ど
を
、
一
つ

　
　
”
産
湯
を
つ
か
わ
れ
た
池
　
”

一
つ
実
際
の
地
形
と
確
認
し
な
が
ら
、
質
疑
応

答
を
し
た
。

　
こ
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
開
発
計
画
は
、
約
十
一
年

前
に
、
国
連
事
務
総
長
だ
っ
た
故
ウ
・
タ
ン
ト

氏
の
意
向
で
計
画
さ
れ
た
が
、
当
初
は
ほ
と
ん

ど
現
地
に
お
け
る
進
展
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

ロ
ッ
ク
ダ
ル
シ
ャ
ン
氏
の
話
に
よ
れ
ば
、
同
氏

が
こ
の
計
画
に
た
ず
さ
わ
っ
た
、
こ
こ
四
年
ほ

ど
の
間
に
、
植
樹
、
道
路
建
設
、
土
地
買
収
な

ど
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
進
展
が
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
同
氏
と
し
て
も
、
あ
と

七
年
位
の
間
、
各
国
僧
院
の
建
設
な
ど
、
第
一

段
階
を
終
ら
せ
た
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

送
付
の
質
問
に
回
答

　
ま
た
、
今
回
の
視
察
に
先
だ
ち
、
全
仏
か
ら

ル
ン
ビ
ニ
ー
開
発
委
員
会
に
送
付
し
て
お
い
た

「
質
問
及
び
要
望
事
項
」
に
対
す
る
回
答
が
、

こ
の
時
得
ら
れ
た
。
「
聖
な
る
園
の
設
計
案
に
は
、

何
の
構
築
物
も
計
画
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の

理
由
は
？
」
と
い
う
質
問
だ
が
、
ネ
パ
ー
ル
側

と
し
て
は
、
聖
な
る
園
の
主
た
る
目
的
は
、
仏

陀
生
誕
地
の
平
和
で
静
穏
な
環
境
を
作
り
直
す

こ
と
で
あ
り
、
現
在
存
在
し
て
い
る
、
故
マ
ヘ

ン
ド
ラ
王
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
記
念
柱
で
さ

え
も
、
聖
な
る
園
の
外
側
へ
移
し
変
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　
摩
耶
堂
周
辺
視
察
の
後
、
夕
暮
れ
の
中
、
す

ぐ
近
く
に
あ
る
国
連
開
発
事
務
所
で
お
茶
の
接

待
を
受
け
、
宿
舎
の
ル
ン
ビ
ニ
！
ホ
テ
ル
へ
帰

っ
た
。

　
翌
朝
、
朝
食
後
、
ジ
ー
プ
で
摩
耶
堂
か
ら
北

へ
一
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
、
僧
院
を
建
設
す
る
た

め
に
日
本
へ
提
供
さ
れ
る
予
定
の
土
地
な
ど
を
r

視
察
し
た
。
こ
こ
で
小
野
島
団
長
の
手
で
、
パ

パ
イ
ヤ
の
記
念
植
樹
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
か

ら
ル
ン
ビ
ニ
ー
開
発
の
た
め
、
ネ
パ
ー
ル
政
府

が
買
収
し
た
土
地
の
境
界
線
ま
で
ジ
ー
プ
で
向

か
っ
た
が
、
あ
ま
り
の
広
大
さ
に
、
計
画
の
第

一
段
階
が
果
し
て
今
後
七
年
間
に
完
成
さ
せ
得

る
で
あ
ろ
う
か
と
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
開
発

地
域
を
ほ
ぼ
く
ま
な
く
視
察
し
終
え
、
一
行
は

カ
ト
マ
ン
ズ
へ
戻
る
た
め
に
、

タ
ナ
ガ
ー
ル
空
港
へ
向
つ
た
。

再
び
シ
ッ
ダ
ル

夜
の
悪
路
、
四
百
キ
ロ

　
こ
こ
で
、
と
ん
で
も
な
い
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
起

こ
っ
た
。
　
一
日
一
便
し
か
な
い
、
カ
ト
マ
ン
ズ

行
き
の
飛
行
機
が
天
候
不
良
の
た
め
キ
ャ
ン
セ

ル
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
た
な
く
一
行
は
、

カ
ト
マ
ン
ズ
ま
で
四
百
キ
ロ
の
道
程
を
、
ロ
ッ

ク
ダ
ル
シ
ャ
ン
氏
が
急
遽
調
達
し
た
二
台
の
ジ

ー
プ
に
分
乗
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
夜
間
の
走
行
で
あ
り
、
道
は
大
変
な
悪
路
、

途
中
の
川
は
車
両
運
搬
用
の
い
か
だ
で
渡
る
な

ど
、
難
行
苦
行
の
末
、
延
々
十
時
間
の
旅
が
続

い
た
。
下
等
に
と
っ
て
、
こ
の
視
察
旅
行
で
一

番
の
思
い
出
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
仏
陀
の
御

加
護
に
よ
り
、
翌
朝
四
時
、
無
事
に
カ
ト
マ
ン

ズ
の
ホ
テ
ル
へ
到
着
し
た
。
全
員
ク
タ
ク
タ
に
．

な
り
、
午
前
中
は
ホ
テ
ル
で
休
息
。

　
そ
の
日
の
午
後
、
カ
ト
マ
ン
ズ
市
内
観
光
を

行
な
い
、
夕
方
ロ
ッ
ク
ダ
ル
シ
ャ
ン
氏
と
事
務

局
と
の
最
終
討
議
、
さ
ら
に
夜
に
は
、
小
野
島

団
長
主
催
に
よ
る
ネ
パ
ー
ル
開
発
委
員
会
へ
の

答
礼
の
晩
餐
会
を
開
催
し
た
。
カ
シ
ナ
ツ
労
働

交
通
大
臣
も
出
席
さ
れ
、
団
員
と
最
後
の
懇
親

を
深
め
た
。

　
翌
日
、
午
前
十
一
時
発
の
タ
イ
航
空
機
で
カ

ト
マ
ン
ズ
を
去
り
、
バ
ン
コ
ク
で
一
泊
し
た
後
、

十
六
日
、
全
員
無
事
に
帰
国
し
た
。

　
厳
し
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
難
行
苦
行
の
第
一

回
視
察
旅
行
だ
っ
た
が
、
長
期
展
望
を
必
要
と

す
る
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
計
画
の
た
あ
に
は
、
あ

ら
ゆ
る
面
で
有
意
義
な
視
察
だ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
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「
宗
教
法
人
税
制
の
基
本
的
考
え

方
と
そ
の
大
綱
」

　
　
古
仏
の
税
務
委
員
会
で
は
、
昨
秋
二
回
に

　
わ
た
っ
て
専
門
家
を
招
き
、
法
人
税
と
固
定

　
資
産
税
に
つ
い
て
脱
明
を
受
け
た
。
以
下
は

　
そ
の
講
演
要
旨
で
あ
る
。
（
文
責
・
文
化
部
）

　
宗
教
法
人
（
公
益
法
人
）
は
、
本
来
営
利
を

目
的
と
し
た
事
業
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

法
人
の
活
動
に
伴
っ
て
生
ず
る
所
得
は
、
原
則

非
課
税
で
す
。
た
だ
付
随
事
業
と
し
て
行
わ
れ

る
、
収
益
事
業
か
ら
生
ず
る
所
得
に
は
課
税
さ

れ
ま
す
。
収
益
事
業
に
対
す
る
課
税
も
、
そ
の

税
率
は
一
般
の
株
式
会
社
な
ど
に
比
べ
る
と
、

低
く
な
っ
て
い
ま
す
。
一
般
会
社
の
原
則
が
、

四
二
％
と
三
二
％
な
の
に
対
し
、
公
益
法
人
は

二
五
％
で
す
。

　
ま
た
、
収
益
事
業
に
だ
け
課
税
す
る
わ
け
で

す
か
ら
、
公
益
事
業
か
ら
生
ず
る
所
得
と
、
収

益
事
業
か
ら
生
ず
る
所
得
と
は
、
経
理
を
き
ち

ん
と
分
け
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

税
法
で
き
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
で
な
い
と

課
税
対
象
で
な
い
も
の
ま
で
税
を
か
け
ら
れ
た

り
、
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
り
え
る
か
ら
で
す
。

　
さ
ら
に
公
益
法
人
に
つ
き
ま
し
て
は
、
寄
付

金
な
ど
特
別
な
規
定
が
あ
り
ま
す
。
宗
教
法
人

の
収
益
事
業
は
、
あ
く
ま
で
付
随
事
業
で
、
本

来
の
公
益
事
業
の
経
費
が
足
り
な
い
か
ら
、
そ

の
分
を
補
う
た
め
の
も
の
で
す
。
そ
こ
で
収
益

事
業
か
ら
生
じ
た
所
得
を
、
公
益
事
業
で
使
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
寄
付
金
と
み
な
す
わ

大
蔵
省
主
税
局
税
制
一
課
主
税
調
査
官
原
　
一
郎

け
で
す
。
た
だ
し
公
益
法
人
の
場
合
、
所
得
の

三
〇
％
が
損
金
あ
つ
か
い
に
な
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
公
益
法
人
が
行
う
収
益
事
業
は
、
そ
の
所

得
の
七
割
に
対
し
、
先
ほ
ど
の
二
五
％
と
い
う

税
金
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
公
益
法
人
は
、
現
在
、
約
二
十
三
万
ほ
ど
あ

り
、
そ
の
う
ち
の
八
割
弱
、
十
八
万
が
宗
教
法

人
で
す
。
し
か
し
公
益
法
人
全
体
で
、
実
際
に

法
人
税
を
収
め
て
い
る
の
は
、
五
十
四
年
の
数

字
で
も
一
万
一
千
位
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
税
法
上
の
収
益
事
業
の
範
囲
が
限
ら
れ
て
い

る
こ
と
と
、
ま
た
収
益
事
業
を
や
っ
て
い
て
も

実
際
上
、
利
益
が
な
い
と
、
税
金
を
収
め
る
こ

と
に
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　
法
人
税
制
は
、
昭
和
二
十
五
年
に
基
本
的
枠

組
み
が
出
来
、
そ
の
後
大
き
な
改
正
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
税
率
は
、
昭
和
二
十
五
年
に
全
法

人
一
律
で
三
五
％
だ
っ
た
の
が
、
そ
の
後
、
一

般
の
法
人
の
税
率
が
下
が
る
時
は
、
公
益
法
人

の
税
率
も
下
が
り
、
反
対
に
一
般
の
法
人
を
上

げ
た
時
は
、
上
げ
ず
に
そ
の
ま
ま
来
て
、
今
年

に
入
っ
て
初
め
て
二
％
あ
げ
、
二
五
％
と
な
っ

た
わ
け
で
す
。
も
う
一
つ
、
収
益
事
業
の
範
囲

が
、
昭
和
二
十
五
年
当
時
、
二
十
九
種
だ
っ
た

も
の
が
現
在
三
十
二
種
に
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
程
度
の
変
更
で
す
。

　
昨
年
十
一
月
、
　
「
財
政
体
質
を
改
善
す
る
た

め
に
税
制
上
取
る
べ
き
方
策
に
つ
い
て
」
の
答

申
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
、
公
益
法

人
と
一
般
の
法
人
の
税
率
格
差
は
、
縮
小
す
る

方
向
で
検
討
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
、
・
と
い
っ

て
お
り
ま
す
。
ま
た
収
益
事
業
の
範
囲
に
つ
い

て
も
、
最
近
公
益
法
人
の
事
業
が
多
様
化
し
て

い
る
か
ら
、
実
態
に
即
し
た
見
直
し
を
す
べ
き

だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
財
政
再

建
で
、
税
制
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
折
、

公
益
法
人
に
対
し
て
も
き
び
し
い
目
が
注
が
れ

て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
国
会
の
大
蔵
委
員
会
な
ど
で
も
最
近
、
．

公
益
法
人
の
監
督
が
不
充
分
で
あ
る
、
休
業
状

態
に
あ
る
も
の
は
法
人
格
を
取
り
消
せ
と
か
、

公
益
法
人
の
所
得
の
使
い
方
を
み
る
と
、
政
治

献
金
と
か
役
員
の
交
際
費
と
い
っ
た
よ
う
に
、

法
人
本
来
の
目
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
が
目
立

つ
、
等
の
声
が
出
始
め
て
い
ま
す
。
以
上
の
よ

う
に
世
の
中
の
、
宗
教
法
人
を
ふ
く
む
公
益
法

人
に
対
す
る
目
は
、
非
常
に
き
び
し
く
な
っ
て

い
る
の
が
現
状
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

固
定
資
産
税
の
諸
問
題

　
　
ま
た
「
公
益
法
人
（
宗
教
法
人
）
に
対
す

　
る
固
定
資
産
税
の
賭
問
題
に
つ
い
て
」
自
治

　
省
税
務
局
固
定
資
産
税
課
課
長
補
佐
、
堤
新

　
二
郎
氏
は
大
要
つ
き
め
よ
う
に
．
講
演
さ
れ
た
。

　
固
定
資
産
税
は
、
地
方
税
の
一
種
で
、
■
固
定

資
産
の
所
在
す
る
市
町
村
が
、
課
税
団
体
と
な

り
、
税
は
、
土
地
と
家
屋
と
償
却
資
産
に
対
し

て
か
け
ら
れ
ま
す
。
地
方
税
の
中
で
、
固
定
資

産
税
の
占
め
る
割
り
合
い
は
、
全
国
平
均
で
約

三
分
の
一
と
、
貴
重
な
財
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。

五
十
六
年
度
は
、
全
国
で
二
兆
八
千
億
円
の
税

収
が
み
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
は
、
そ
の
資
産
の
毎
年
一
月
一

日
現
在
の
所
有
者
に
対
し
て
か
け
ら
れ
ま
す
。

固
定
資
産
の
評
価
は
、
三
年
ご
と
に
行
わ
れ
て

適
正
な
時
価
が
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
昭
和

五
十
七
年
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
評
価
変
え
の
年
に

当
た
り
ま
す
。
た
と
え
ば
地
価
を
み
る
と
、
前

自
治
省
税
務
局
固
定

資
産
税
課
課
長
補
佐

堤
　
新
二
郎

回
と
比
べ
、
約
三
割
も
の
上
昇
と
な
っ
て
い
ま

す
。
固
定
資
産
税
は
、
課
税
標
準
額
に
税
率
を

か
け
て
税
額
を
出
し
、
そ
の
全
国
で
の
標
準
的

税
率
は
一
・
四
％
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
い
っ

ぺ
ん
に
三
割
も
税
負
担
が
増
え
る
の
は
問
題
で

す
の
で
、
負
担
調
整
措
置
が
と
ら
れ
て
お
り
ま

す
。　
昨
年
七
月
に
出
さ
れ
た
、
第
二
次
臨
時
行
政

調
査
会
の
答
申
で
は
、
祖
税
特
別
措
置
の
見
直

し
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
固
定
資
産
税
に
も
、

非
課
税
、
あ
る
い
は
課
税
標
準
の
特
別
措
置
を

設
け
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
に
は
、

宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
、

宗
教
法
人
法
第
三
条
に
規
定
す
る
境
内
建
物
お

よ
び
境
内
地
は
非
課
税
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
墓
地
や
宗
教
法
人
が
設
置
す
る
幼
稚
園
や
博

物
館
な
ど
も
非
課
税
で
す
。
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こ
こ
で
、
宗
教
法
人
法
が
第
三
条
で
規
定
す

る
境
内
建
物
お
よ
び
境
内
地
を
ど
う
解
釈
す
る

か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
ま
す
。
こ
れ
に
つ
き

ま
し
て
は
、
各
市
町
村
か
ら
様
々
な
照
会
が
寄

せ
ら
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
行
政
実
例
が
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
互
い
に
矛
盾
し
た
行
政

実
例
が
あ
っ
た
り
し
て
、
統
一
が
と
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
こ
で
「
宗
教
法
人
が
所
有
す
る
庫

裡
、
社
務
所
等
は
、
専
ら
宗
教
の
用
に
供
す
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
他
人
の
止
宿
の
用

に
供
し
て
い
る
な
ど
、
そ
の
使
用
の
内
容
が
明

ら
か
に
宗
教
の
用
以
外
の
用
に
供
し
て
い
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
の
ぞ
い
て
は
課
税
し

な
い
」
と
い
う
、
今
で
い
う
事
務
次
官
通
達
が
、

昭
和
二
十
九
年
五
月
に
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
で
も
、
境
内
建
物
を
使
っ
た
結
婚
式
場

に
対
す
る
課
税
は
ど
う
な
る
の
か
、
等
の
問
い

合
わ
せ
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
治
省
と
し

て
は
、
境
内
建
物
は
、
明
ら
か
に
宗
教
活
動
の

用
に
供
す
る
と
い
え
な
い
も
の
以
外
は
、
非
課

税
と
い
う
原
則
を
答
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
居
住
用
の
部
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
明

ら
か
に
境
内
地
の
外
に
、
独
立
し
て
自
分
の
生

活
を
営
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
住
宅
は
、
境
内
建

物
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
結
婚
式
場
は
、

使
用
の
実
態
が
明
ら
か
に
期
し
ホ
ー
ル
と
し
て
、

宗
教
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
以

外
は
、
一
定
の
期
間
だ
け
結
婚
式
場
と
し
て
使

わ
れ
て
も
、
課
税
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

過
を
振
り
返
る
と
、
　
「
靖
国
神
社
法
案
」
の
延

長
線
上
に
あ
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
日
本
国
憲
法
は
、
第
二
十
条
に
お
い
て
、
人

間
の
内
面
的
自
由
の
問
題
に
、
公
権
力
が
干
渉

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
記
し
、
第
八
十
九

条
に
お
い
て
、
信
教
の
自
由
を
完
全
な
も
の
と

す
る
た
め
、
制
度
上
、
こ
れ
を
保
障
し
て
お
り

ま
す
。
公
的
地
位
に
あ
る
人
が
、
そ
の
資
格
に

お
い
て
靖
国
神
社
へ
参
拝
す
る
こ
と
は
、
正
式
、

公
式
の
如
何
を
問
わ
ず
、
靖
国
神
社
に
祀
ら
れ

て
い
る
神
と
国
と
の
か
か
わ
り
を
、
今
日
と
全

く
異
質
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
　
「
信
教

の
自
由
」
・
「
政
教
分
離
」
の
原
則
に
抵
触
す
る

こ
と
は
、
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
信
教
の
自
由
の
確
保
は
、
宗
教
者
に
と
っ
て

生
命
に
も
替
え
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
幾
多
の
歴
史
が
証
明
し
て
お
り
ま
す
。

　
憲
法
上
の
疑
義
も
否
定
で
き
ず
、
ま
た
靖
国

神
社
法
案
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
、
多
く
の
問

題
点
が
指
摘
さ
れ
る
こ
の
た
び
の
自
由
民
主
党

の
党
議
決
定
は
、
本
会
と
し
て
、
こ
れ
を
黙
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
本
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
靖
国
神
社
に
祀

ら
れ
る
英
霊
な
ら
び
に
、
戦
災
殉
難
者
へ
の
追

悼
・
供
養
の
こ
こ
ろ
は
、
何
人
に
も
ひ
け
を
と

ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
以
上
の
こ
と
を

ご
考
慮
い
た
だ
き
、
関
係
各
位
の
慎
重
な
る
ご

配
慮
を
切
に
お
願
い
致
し
ま
す
。
　
　
合
掌

　
　
　
　
　
　
　
財
団
法
人
　
全
日
本
仏
教
会

　
　
　
　
　
　
　
理
事
長
鱒
淵
正
浩
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…
社
題
…

…
神
…
国
…
靖
問
…

自
民
党
へ
声
明
書

慎
重
な
配
慮
を
求
め
る

　
去
る
十
一
月
四
日
に
開
催
さ
れ
た
、
活
仏
の

常
務
理
事
会
決
議
に
基
づ
い
て
、
左
記
の
よ
う

な
〈
声
明
書
〉
が
、
自
由
民
主
党
あ
て
に
提
出

さ
れ
た
。

　
（
「
靖
国
神
社
等
へ
の
正
式
参
拝
に
つ
い
て
」

と
い
う
自
民
党
の
党
議
決
定
に
関
す
る
声
明

書
V

　
本
会
は
、
自
由
民
主
党
が
去
る
七
月
二
十
八

日
、
上
記
の
件
に
関
し
て
党
議
決
定
し
た
こ
と

に
つ
き
、
慎
重
に
検
討
し
た
結
果
、
下
記
の
点

を
声
明
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
記

　
靖
国
神
社
法
案
が
、
去
る
昭
和
四
十
四
年
六

月
三
十
日
、
自
由
民
主
党
の
議
員
立
法
と
し
て
、

第
六
十
一
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
て
以
来
、
本

会
は
常
に
「
信
教
の
自
由
」
・
「
政
教
分
離
」
の

原
則
の
観
点
か
ら
、
こ
の
法
案
の
持
つ
問
題
に

つ
い
て
世
に
訴
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
こ
の
た
び
の
自
由
民
主
党
の
「
靖
国
神
社
等

へ
の
正
式
参
拝
に
つ
い
て
」
の
党
議
決
定
は
過

去
十
有
余
年
の
靖
国
神
社
問
題
に
つ
い
て
の
経

国
宝
、
重
要
文
化
財
で

も
自
民
党
へ
要
望
書

　
さ
ら
に
、
加
盟
各
宗
派
な
ど
か
ら
の
要
請
も

あ
っ
て
、
左
記
の
よ
う
な
文
化
財
保
護
に
関
す

る
〈
要
望
書
〉
が
、
自
由
民
主
党
・
文
教
部
会

な
ら
び
に
文
教
制
度
調
査
会
あ
て
に
出
さ
れ
た
。

　
　
〈
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
修
理
・
管
理
・
防
災

　
事
業
の
充
実
に
つ
い
て
の
要
望
書
〉

　
国
宝
・
重
要
文
化
財
は
、
我
が
国
の
歴
史
文

化
の
正
し
い
理
解
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
出
来

な
い
も
の
で
あ
り
、
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
修

理
、
管
理
、
防
災
等
に
努
め
、
子
孫
に
永
く
伝

え
る
べ
き
貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
り
ま
す
。

　
私
ど
も
所
有
者
は
そ
の
自
覚
の
も
と
に
保
存

管
理
に
日
夜
苦
心
を
重
ね
て
お
り
ま
す
が
、
窮

迫
し
た
財
政
状
態
等
に
よ
り
、
保
存
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
ま
ま
で
は
文
化
財
保
護
に
問
題
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
私
ど
も
も
文
化
財
所
有
者
の
立
場
か
ら
最
善

の
努
力
を
傾
け
て
お
り
ま
す
が
、
国
に
お
い
て

も
文
化
財
の
保
存
管
理
事
業
の
充
実
を
め
ざ

し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
各
項
に
つ
い
て
格
別
の
財

政
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
切
に
要
望
い
た
し

ま
す
。

　
　
　
記

　
○
国
宝
・
重
要
文
化
財
等
保
護
対
策
の
充
実

（一

j
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
修
理
・
防
災
の

　
　
　
充
実

（
二
）
伝
統
的
建
造
物
群
の
整
備
充
実

（
三
）
文
化
財
保
存
施
設
の
整
備

　
　
　
　
　
　
　
財
団
法
人
　
全
日
本
仏
教
会

　
　
　
　
　
　
　
理
事
長
五
玉
正
浩
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跳
出
峰
一
允
翻
一
月
岡
本
實
良
　
京
都
市
東
山
区
七
条
東
瓦
町
九
六
四
　
〒
棚
　
〇
七
五
（
五
四
一
）
五
三
六
一

■
≡
一

総
本
山
醍
醐
寺
真
き
思
不
醍
醐
派
宗
務
本
庁
髄
駐
岡
田
宥
秀
繍
鼠
害
岩
城
秀
雄
繍
務
二
大
三
三
聚
猟
学
臨
斎
藤
明
道
鵬
務
藷
水
守
俊
英
　
京
都
市
伏
見
区
醍
醐
東
大
路
二
二
　
〒
…
…
1
3
0
七
五
（
五
七
一
）
○
○
〇
二

真
言
宗
善
通
寺
派
総
本
山
善
通
寺
灘
振
蓮
生
善
隆
辮
礪
嚴
阿
部
本
窯
，
総
　
務
山
　
地
善
真
　
香
川
県
善
通
寺
市
善
通
字
町
六
一
五
　
〒
窃
　
○
八
七
七
六
（
二
V
O
一
一
一

・
開
　
、
回
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因

日
光
山
輪
王
寺
門
　
　
跡
柴
　
田
　
昌
　
源
執
事
長
鈴
　
木
　
常
　
俊
栃
木
県
日
光
市
山
内
二
三
〇
〇
〒
鋤
1
4
0
二
八
八
（
五
四
）
〇
五
一
三

真
言
宗
御
室
派
宗
務
所
総
本
山
　
仁
　
和
　
寺
囎
賑
立
部
端
祐
縣
禰
嚴
橋
本
隆
応
辮
務
護
東
　
快
雄
轍
学
護
高
谷
周
博
礪
讃
西
本
．
善
雄
　
華
務
長
手
　
嶋
　
千
　
俊
　
京
都
市
右
京
区
御
室
大
内
三
十
三
　
〒
㎝
　
〇
七
五
（
四
六
一
）
一
一
五
五

真
言
宗
智
山
派
大
本
山
　
高
尾
山
薬
王
院
　
　
　
　
　
　
、
　
貫
　
　
首
山
　
本
　
秀
　
順
東
京
都
八
王
子
市
高
尾
町
二
一
七
七
〒
鵬
　
〇
四
二
六
（
六
一
）
一
一
一
五

真
言
宗
国
分
寺
派
大
本
山
国
分
寺
　
管
　
　
長
　
座
　
　
三
三
　
口
　
公
　
教
　
大
僧
正
　
　
　
　
　
（
大
阪
市
仏
教
会
長
）
　
宗
務
総
長
　
足
　
立
　
有
　
教
　
　
　
　
　
（
宝
塚
市
市
会
議
員
）
大
阪
市
大
淀
区
国
分
寺
一
の
六
の
十
八
〒
捌
　
〇
六
（
三
五
一
V
五
六
三
七
㈹

■
≡

妙
見
宗
宗
務
本
庁
　
管
　
　
長
野
　
間
　
秀
　
昭
　
宗
務
総
長
平
　
田
　
忠
　
義
大
阪
府
豊
能
郡
能
勢
町
野
間
中
七
一
八
〒
鵬
胡
　
〇
七
二
七
（
三
七
）
○
〇
二
八

・
開
　
　
■

西
新
井
大
師
総
　
持
寺
東
京
都
足
立
区
西
新
井
一
の
一
五
の
一
〒
鵬
　
〇
三
（
八
九
〇
）
二
三
四
五

一10一



昭和57年1月1日
全　　　　　仏
第3種郵便物認可

　
帆
　
父
N
　
N
．

q
口
　
　
「
p
「

総
本
山
　
知
恩
院
　
執
事
長
鵜
　
飼
　
隆
　
玄
　
　
　
　
　
局
内
執
事
一
同
京
都
市
東
山
区
林
下
町
四
〇
〇
〒
棚
　
〇
七
五
（
五
三
一
）
二
一
一
一

曹
洞
宗
大
本
山
総
持
寺
　
監
　
　
院
大
　
道
　
晃
　
仙
横
浜
市
鶴
見
区
鶴
見
町
ニ
ー
一
一
一
〒
蹴
　
〇
四
五
（
五
八
一
）
六
〇
二
一

聖
観
音
宗
金
龍
山
浅
草
寺
東
京
都
台
東
区
浅
草
ニ
ー
三
一
一
〒
m
　
O
三
（
八
四
二
）
〇
一
八
一

n
「

■
≡

真
言
宗
智
山
派
大
本
山
川
崎
大
師
平
間
寺
　
　
貫
首
高
橋
　
隆
　
天
　
　
一
代
原
　
　
　
教
　
運
　
　
執
綱
茂
　
木
　
隆
　
応
　
　
総
務
馬
　
本
　
克
　
美
　
　
執
事
原
　
　
　
隆
　
　
　
　
常
務
滝
　
沢
　
　
　
譲
　
　
常
務
小
　
林
　
俊
　
一
川
崎
市
川
崎
区
大
師
町
四
一
四
八
〒
㎜
　
〇
四
四
（
二
六
六
）
三
四
二
〇

真
言
宗
大
覚
寺
派
大
本
山
大
覚
寺
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
大
沢
町
四
〒
硲
　
〇
七
五
（
八
七
一
）
○
〇
七
一

細樋
＄
g
延
山
久
遠
寺
　
法
　
　
主
　
望
　
月
　
日
　
滋
総
　
務
竹
　
下
　
日
　
康
　
　
　
　
　
山
亭
員
一
同
山
梨
県
南
巨
摩
郡
身
延
町
〒
姻
％
〇
五
五
六
六
（
二
）
一
〇
一
一

真
言
宗
豊
山
派
総
本
山
長
谷
寺
　
化
　
　
主
築
　
山
　
定
　
誉
　
事
務
長
永
　
見
　
聖
　
宏
奈
良
県
桜
井
市
初
瀬
町
七
三
一
の
一
〒
鵬
燗
〇
七
四
四
四
（
七
）
七
〇
〇
一

・
㎜
　
　
■

黄
漿
宗
大
本
山
萬
福
寺
　
管
　
長
村
　
瀬
　
玄
　
妙
宇
沼
市
五
ヶ
庄
三
審
割
三
四
〒
㎝
　
〇
七
七
四
（
三
二
）
三
九
〇
〇

一11一
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困

東
京
都
仏
教
連
合
会
会
　
長
小
　
峰
　
順
　
誉
　
理
事
長
岩
　
崎
　
宗
　
秀
　
　
常
務
理
事
　
一
同
　
　
監
　
　
事
　
一
同
　
事
務
局
長
　
白
　
川
　
謙
　
敬

千
葉
県
立
仏
教
会
会
　
長
渡
　
部
　
日
　
皓
　
理
事
長
土
　
持
　
良
　
栄
千
葉
県
茂
原
市
下
太
田
一
五
六
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萬
光
寺
内
〒
㎜
班
〇
四
七
五
（
三
四
）
三
五
八
二

財
団
法
人
埼
玉
県
佛
教
会
　
会
　
　
長
岩
　
崎
　
鳳
　
栄
　
副
会
長
山
　
本
　
道
　
隆
　
副
会
長
江
　
連
　
俊
　
則
　
常
務
理
事
　
河
　
野
　
亮
　
永
　
事
務
局
長
北
之
内
　
真
　
龍
浦
和
市
高
砂
四
一
十
三
－
十
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
埼
佛
会
館
〒
説
　
〇
四
八
八
（
六
一
）
二
＝
二
八

■

≡

京
都
府
　
　
　
　
　
仏
教
会
京
都
市
　
会
　
　
長
　
立
　
部
　
端
　
祐
　
副
会
長
　
横
　
井
　
鶴
　
洲
　
副
会
長
葉
　
上
　
照
　
澄
　
理
事
長
小
　
林
　
忍
　
戒
　
事
務
局
長
宮
　
城
　
泰
　
年
京
都
市
左
京
区
聖
護
院
中
町
一
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聖
護
院
内
〒
備
　
〇
七
五
（
七
五
一
）
六
九
八
八

真
言
宗
豊
山
派
大
本
山
護
国
寺
　
貫
　
首
小
　
林
　
良
　
弘
文
京
区
大
塚
五
－
四
〇
1
一
〒
m
　
O
三
（
九
四
一
）
〇
七
六
四

愛
知
県
仏
教
会
会
　
長
木
村
　
正
　
範
　
副
会
長
宇
佐
美
　
諦
　
練
　
副
会
長
瀬
　
辺
　
淳
　
信
　
副
会
長
松
　
林
　
法
　
泉
名
古
屋
市
東
区
東
桜
二
⊥
六
－
五
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
屋
寺
内
〒
姻
　
〇
五
二
（
九
三
一
）
八
一
二
四

・■

■
　
■
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冒
　
「

　
忍
ロ
臓

真
言
宗
中
山
寺
派
大
本
山
中
　
山
　
寺
宝
塚
市
中
山
寺
二
の
十
一
の
一
〒
鰯
　
〇
七
九
七
（
八
六
）
六
五
一
七

社
団
法
人
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
　
理
事
長
山
　
本
　
　
　
杉
　
　
　
　
　
事
務
局
一
．
同
事
務
局
東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
ニ
ー
一
一
一
　
　
　
　
大
塚
ブ
ラ
ザ
ビ
ル
七
F
〒
珊
　
〇
三
（
九
一
〇
）
一
二
八
九

近
代
仏
教
研
究
会
理
事
長
　
壬
　
生
　
照
　
順
事
務
局
長
小
　
室
　
裕
　
充
東
京
都
台
東
区
元
浅
草
丁
十
七
－
二
　
　
　
　
　
　
　
　
華
蔵
院
内
〒
m
　
O
三
（
八
四
四
）
三
六
四
八

劇

■

≡

．
一
？
一
，
1
ぞ
，
，
，
8
，
ぞ
一
「
～
ψ
，
噌
儲
盤

心
鳥

角
一
㎝
王
難
熱
…
寺
野
総
傷
　
　
　
　
　
　
人
　
　
京
　
　
　
　
　
　
　
　
濠
　
東
電

・
朋

財
団
法
人
　
国
際
仏
教
興
隆
協
会
名
誉
総
裁
秦
　
　
　
慧
　
玉
理
事
長
巌
　
谷
　
勝
　
雄
　
　
　
　
役
　
員
　
一
　
同
東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
五
－
二
四
－
五
三
　
　
　
　
　
　
　
　
祐
天
寺
内
〒
旧
　
〇
三
（
七
一
一
）
七
六
〇
八

噂

闘

㎝

‘

　　大たて140C一よこ210C　￥13，000円
　　中　　　90C－　　　135C　￥5，000円

　　小　　　70C－　　　100C　￥3，000円

　　手旗　　35C－　　　50C　￥1，500円

別染製　　堅牢　（全日本仏教会制定意匠登録済）

　　各地区民教会でまとめて御注文の際は

　　価格の御相談に応じます。

蓋i

8iチi8卦
円＝・・……∫円鱗

．日i

のi
．丸i
　　　　ニ

i仏i
旗i
バi
　ツi

　　　法i

　　i萸i粟…

1舞i羊illi

　　　　．．30　ク礼．
　　　　　　○付
　　　　　　円　き

全i

i仏i

輪i

袈i

裟i

‘

・
一
●

■
（
財
）
全
日
本
仏
教
会
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全　　　　　仏
第3種郵便物認可昭和57年1月1日

寄
付
募
集
と
行
政
関
与

　　

@　

@　

@　

@　

@
に
長
野
県
中
野
市
S
寺
の
場
合
1
1

全
日
本
仏
教
会
顧
問
弁
護
士

　
長
野
県
中
野
市
の
S
寺
で
は
、
境
内
に
あ
る

聖
徳
太
子
殿
の
復
興
の
た
め
、
復
興
委
員
会
を

設
立
し
寄
付
を
集
め
た
。
中
野
市
に
は
「
市
寄

付
募
集
条
例
」
が
存
在
す
る
の
で
、
同
寺
で
は

こ
の
条
例
に
従
っ
て
市
長
の
許
可
を
う
け
た
。

　
目
標
額
二
百
万
円
、
募
集
期
間
二
ヶ
月
と
し

て
浄
財
を
集
め
た
と
こ
ろ
、
最
終
的
に
五
百
万

円
が
集
ま
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
市
の
担
当
吏

員
は
、
条
例
違
反
を
理
由
に
、
目
標
額
に
達
し

た
と
き
に
は
募
集
を
中
止
、
ま
た
超
え
た
金
額

は
寄
付
者
に
返
還
す
る
こ
と
、
そ
う
し
な
い
と

処
罰
さ
れ
る
旨
の
強
い
行
政
指
導
を
行
な
っ
て

き
た
。

　
中
野
市
仏
教
会
で
は
、
市
長
と
市
議
会
議
長

に
お
伺
い
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
条
例
と

宗
教
法
人
法
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
、
市
の
見

解
を
た
だ
し
、
市
側
と
話
し
合
い
に
入
っ
た
。

　
　
中
野
市
金
銭
物
品
等
の
寄
付

　
　
募
集
に
関
す
る
条
例
抜
粋

第
一
条
（
目
的
）
こ
の
条
例
は
、
市
内
に
お
い

て
、
金
銭
物
品
等
の
寄
付
を
募
集
す
る
者
を
し

て
、
そ
の
行
為
を
公
明
に
し
募
集
金
品
の
経
理

の
公
正
を
は
か
る
と
と
も
に
、
そ
の
濫
行
を
防

ぐ
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
（
用
語
の
意
義
）
こ
の
条
例
で
、
　
「
募

集
」
と
は
、
後
援
費
、
賛
助
費
、
基
金
、
分
担

長
谷
川
正
浩

金
そ
の
他
の
名
称
の
何
た
る
を
問
わ
ず
、
多
数

人
に
、
金
銭
物
品
又
は
財
産
上
の
権
利
の
出
援

を
促
す
行
為
を
い
う
。

第
七
条
（
募
集
の
期
間
）
募
集
の
期
間
は
三
十

日
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
な

事
由
が
あ
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
九
条
（
帳
簿
書
類
の
備
付
）
募
集
責
任
者
は

別
に
定
め
る
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
を
備
え
、
つ

ね
に
募
集
金
品
等
の
現
在
高
そ
の
他
必
要
事
項

を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
（
帳
簿
書
類
の
提
出
及
び
調
査
）
市
長

は
、
関
係
人
か
ら
請
求
そ
の
他
の
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
の
帳
簿
そ
の
他
の
書

類
の
提
出
を
命
じ
、
又
は
市
吏
員
を
し
て
調
査

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
（
罰
則
）
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す

る
も
の
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

各
号
は
略
。

　
【
問
題
点
】
　
こ
の
紛
争
は
、
市
の
条
例
が

信
仰
の
自
由
の
原
則
や
、
宗
教
法
人
法
八
十
四

条
の
留
意
事
項
へ
の
配
慮
を
全
く
欠
い
て
い
た

こ
と
に
起
因
す
る
。

　
ま
ず
、
宗
教
団
体
の
行
う
勧
募
は
一
ヶ
月
単

位
と
い
う
こ
と
は
皆
無
で
あ
り
、
長
期
的
な
も

の
が
多
い
。
し
か
し
条
例
は
一
ヶ
月
を
原
則
と

し
、
し
か
も
宗
教
団
体
が
行
う
勧
募
は
檀
信
徒

の
宗
教
行
為
と
不
可
分
に
な
さ
れ
る
。
因
み
に

檀
信
徒
が
行
う
寄
付
は
、
仏
教
で
は
喜
捨
と
い

い
、
こ
れ
は
財
施
で
あ
る
。
こ
れ
を
市
長
の
権

限
で
停
止
さ
せ
た
り
、
返
還
さ
せ
た
り
す
る
こ

と
は
明
ら
か
に
宗
教
活
動
、
へ
の
介
入
で
あ
る
。

　
S
寺
の
場
合
も
、
毎
日
の
よ
う
に
担
当
吏
貝

か
ら
復
興
委
員
長
ら
に
電
話
が
入
り
、
復
興
事

業
に
影
響
も
出
た
。

　
【
今
後
の
た
め
の
検
酎
】
　
長
、
野
県
下
十
七

市
の
う
ち
十
市
が
同
様
の
条
例
を
だ
し
、
全
国

的
に
は
か
な
り
の
数
と
思
わ
れ
る
。

　
中
野
市
の
担
当
吏
員
の
よ
う
に
、
条
例
の
文

書
だ
け
を
文
理
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
当
然
宗
教

法
人
に
も
適
用
さ
れ
、
今
後
と
も
紛
争
が
予
想

さ
れ
る
。

　
紛
争
を
回
避
す
る
に
は
、
ま
ず
条
例
を
改
正

す
る
こ
と
で
、
宗
教
法
人
が
宗
教
活
動
の
一
環

と
し
て
、
檀
信
徒
に
宗
教
行
為
を
求
め
る
場
合

を
条
例
の
い
う
「
募
集
」
か
ら
排
除
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
種
々
問
題
が
あ
る

が
、
信
仰
の
自
由
や
宗
教
法
人
法
の
趣
旨
と
矛

盾
し
な
い
よ
う
十
分
目
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
条
例
の
解
釈
等
運
用
上
の
解
決
策
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
と
、
前
述
の
「
募
集
」
に

は
該
当
し
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
可
能
な
ら
宗
教

法
人
は
市
長
の
許
可
を
求
め
る
必
要
も
な
い
こ

と
に
な
る
。

　
宗
教
法
人
が
行
う
乱
立
を
、
す
べ
て
こ
の
募

集
に
該
当
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
宗
教
法
人

法
八
十
四
条
に
抵
触
し
、
ひ
い
て
は
憲
法
二
十

条
の
「
信
仰
の
自
由
」
に
反
す
る
結
果
を
招
い

て
し
ま
う
の
で
、
こ
の
条
例
を
な
る
べ
く
宗
教

法
人
法
や
憲
法
に
抵
触
し
な
い
よ
う
に
解
釈
運

用
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

　
【
中
野
市
の
経
緯
】
　
中
野
市
と
同
市
仏
教

会
と
の
話
し
合
い
は
円
満
に
解
決
し
た
と
の
報

告
を
う
け
て
い
る
が
、
今
後
、
同
趣
旨
の
条
例

を
も
つ
市
町
村
の
適
切
な
対
応
が
望
ま
れ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
解
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

決
し
て
宗
教
法
人
の
自
由
放
し
を
認
め
る
も
の

で
は
な
い
。
宗
教
法
人
側
に
お
い
て
も
、
市
民

社
会
の
ル
ー
ル
か
ら
の
批
判
を
う
け
な
い
よ
う

自
戒
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

　
　
　
機
構
改
革
委
が
解
散

　
　
　
　
　
　
　
所
期
の
目
的
一
応
達
成

　
昭
和
五
十
六
年
度
第
三
回
機
構
改
革
特
別
委

貝
会
は
、
十
一
月
二
十
六
日
午
後
四
時
よ
り
、

東
京
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
。

　
同
委
員
会
は
、
昭
和
五
十
四
年
の
十
二
月
に

第
一
回
の
委
員
会
を
開
き
、
以
来
、
全
智
の
寄

付
行
為
の
見
直
し
に
よ
る
会
長
の
推
戴
、
理
事

定
数
、
会
長
・
理
事
長
の
職
務
権
限
、
時
局
対

策
部
の
設
置
、
事
務
総
局
の
人
事
な
ど
を
審
議

し
、
理
事
会
に
答
申
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
理
事
長
の
選
出
な
ど
に
つ
い
て

は
、
再
度
検
討
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
五
十
六
年
九
月
七
日
に
第
二
次
の
委
員
会

が
開
か
れ
、
会
長
推
戴
委
町
会
、
理
事
長
選
定

な
ど
に
つ
い
て
審
議
を
重
ね
、
同
年
十
月
三
日

の
理
事
会
に
報
告
し
承
認
さ
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
二
年
間
に
わ
た
り
十
回
開
か

れ
、
所
期
の
目
的
を
一
応
達
し
た
の
で
、
こ
の

第
三
回
委
員
会
で
諸
報
告
を
行
な
い
、
小
野
島

次
長
よ
り
の
お
礼
の
言
葉
を
も
っ
て
解
散
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
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台
湾
へ
仏
書
を

　
台
湾
新
竹
市
の
福
厳
仏
学
院
（
尼
僧
養
成
機

関
）
で
は
、
現
在
必
聴
〇
人
の
尼
僧
さ
ん
が
修

行
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
日
本
仏
教
に
関
す
る

学
術
書
・
雑
誌
（
日
本
語
の
も
の
）
が
ほ
と
ん

ど
な
く
、
非
常
に
困
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
日

本
の
仏
教
徒
あ
て
に
、
図
書
の
寄
贈
を
依
頼
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。
学
術
書
な
ら
ば
、
ど
ん
な

内
容
の
も
の
で
も
か
ま
わ
な
い
そ
う
で
す
。

　
両
国
仏
教
徒
の
友
好
親
善
の
た
め
に
も
、
ぜ

ひ
皆
様
の
暖
か
い
ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
お
問
い
合
わ
せ
ば
、
全
話
文
化
部
ま
で
。

　
同
和
研
修
会
講
演
要
旨
（
3
頁
つ
づ
き
）

　
　
仏
教
と
部
落
問
題
の
か
か
わ
り

　
　
　
　
奈
良
県
同
和
教
育
推
進
協
議
会

　
　
　
　
委
員
・
蓮
池
瑞
旭

　
「
差
別
を
つ
く
っ
た
基
は
、
江
戸
時
代
の
幕

藩
体
制
で
、
当
時
の
仏
教
も
そ
の
中
に
組
み
こ

ま
れ
て
い
た
。
今
日
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
差

別
発
言
や
差
別
戒
名
等
を
み
る
と
、
今
こ
そ
そ

れ
ぞ
れ
の
教
団
が
、
教
義
や
教
団
史
の
見
直
し

を
は
か
ら
な
け
れ
ば
、
宗
祖
の
教
え
に
立
ち
返

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
同
和
問
題
は
、

糾
弾
を
受
け
た
か
ら
取
り
組
む
の
で
は
な
く
、

仏
教
者
と
し
て
、
自
己
の
問
題
と
し
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

同
和
委
員
会
委
員
長

　
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
み
な
仏
の
子

で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
凡
そ
仏
教
に
お
け

る
平
等
の
原
理
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
。

経
典
の
中
に
、
人
間
平
等
の
原
理
を
示
し
た

言
葉
は
無
数
に
あ
る
。
い
や
「
平
等
覚
」
が

仏
の
名
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
仏
教
の
根

本
理
念
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
だ
が
問
題
は
そ
の
次
に
あ
る
。
　
「
だ
か
ら

私
た
ち
僧
侶
が
差
別
す
る
は
ず
が
な
い
」
と

い
う
と
こ
ろ
に
、
僧
侶
の
差
別
性
の
根
が
あ

る
。
　
「
み
な
仏
の
子
」
と
は
、
仏
の
悲
願
で

あ
る
。
そ
の
悲
願
は
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
苦

請

訓
　
法

し
み
を
わ
が
苦
し
み
と
せ
ん
、
と
い
う
大
乗

菩
薩
道
の
魂
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

歴
史
社
会
の
中
に
坤
吟
ず
る
大
衆
の
存
在
を

見
な
が
ら
見
ぬ
ふ
り
を
し
、
　
「
み
な
仏
の
子
」

と
は
何
事
で
あ
る
の
か
。

　
日
本
仏
教
の
歴
史
は
、
　
「
み
な
仏
の
子
」

の
大
合
唱
の
中
で
、
絶
え
間
な
く
差
別
し
続

け
て
来
た
歴
史
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

「
み
な
仏
の
子
」
　
「
み
な
平
等
だ
」
と
言
い

つ
つ
、
食
う
も
の
な
く
飢
餓
す
る
大
衆
を
傍

ら
に
飽
食
し
、
着
る
も
の
さ
え
な
い
人
々
を

他
所
に
ぬ
く
ぬ
く
と
何
十
万
何
百
万
円
の
法

　
　
基
本
的
人
権
と
同
和
問
題

　
　
　
　
大
阪
市
立
大
教
授
・
村
越
末
男

　
「
差
別
の
実
態
を
知
る
よ
い
方
法
の
一
つ
は
、

失
業
率
を
み
る
こ
と
だ
。
現
在
、
同
和
地
区
の

失
業
率
は
、
全
国
平
均
の
十
倍
に
も
な
っ
て
い

る
。
逆
に
大
学
へ
の
進
学
率
は
、
全
国
平
均
の

約
半
分
に
す
ぎ
な
い
。
日
本
は
昔
か
ら
国
権
意

識
が
強
く
、
基
本
的
人
権
と
い
う
考
え
方
は
存

在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
経
済
大
国

が
、
世
界
人
権
規
約
を
批
准
し
た
の
は
、
世
界

で
六
〇
番
目
と
い
う
遅
さ
で
あ
る
。
差
別
は
、

特
に
経
済
状
況
が
悪
く
な
る
と
顕
在
化
す
る
。

現
に
全
国
の
大
学
に
”
部
落
民
を
殺
せ
”
な
ど

と
い
う
落
書
き
が
出
始
め
て
い
る
」

衣
に
身
を
つ
つ
ん
で
い
る
姿
そ
の
も
の
が
、

差
別
者
の
姿
で
あ
る
。
大
荘
園
を
も
ち
大
伽

藍
を
建
立
し
、
あ
ま
っ
さ
え
苛
敏
謙
求
を
ほ

し
い
ま
ま
に
し
、
権
力
者
に
阿
三
野
徒
し
て

き
た
の
が
、
私
た
ち
僧
侶
の
歴
史
で
な
か
っ

た
か
。
そ
の
歴
史
が
町
田
氏
の
発
言
と
な
っ

て
、
二
十
世
記
の
現
代
に
表
面
化
し
た
の
で

あ
る
。

　
日
本
仏
教
に
か
か
わ
る
私
た
ち
一
人
一
人
、

各
宗
各
派
が
同
和
問
題
に
と
り
組
む
こ
と
は
、

こ
の
日
本
仏
教
の
歴
史
を
省
み
、
真
に
民
衆

に
ひ
ら
か
れ
た
仏
教
の
歴
史
を
創
造
せ
ん
と

い
う
「
願
」
を
も
っ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
な
く
し
て
は
、
　
「
み
な
仏
の
子
」
と

い
う
仏
語
は
、
そ
の
ま
ま
差
別
語
に
他
な
ら

ぬ
。

宗教界には最もゆかりの深い
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華……蓮（チャワンバス通称姫蓮）　苗代￥7，000（鉢付）

上記の品二点を同時予約註文の場合特別価格￥15，000

お申込、お間合せは下記のいずれかの所へ御一書下さい！
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仏
教
の
英
語
弁
論
大
会

二
月
二
十
日
、
一

般
の
参
加
を
募
る

　
仏
教
英
語
研
究
会
（
花
山
勝
友
会
長
）
で
は

左
記
の
通
り
「
第
三
回
・
英
語
に
よ
る
仏
教
研

究
発
表
会
」
の
出
場
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
仏
教
を
英
語
を
通
し
て
考
え
て
み
よ
う
、
と

い
う
方
に
は
、
こ
の
弁
論
大
会
は
よ
い
機
会
と

な
る
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
聴
講
も
大
歓
迎
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
　
記

　
日
時
二
月
二
十
日
（
土
）
午
後
一
時
半

　
会
　
場
　
国
際
文
化
会
館
（
東
京
・
麻
布
）

　
テ
ー
マ
　
仏
教
ま
た
は
日
本
文
化
と
仏
教
に

　
　
　
　
　
関
す
る
も
の
、
標
題
は
自
由

　
発
　
表
　
英
語
に
よ
り
七
分
以
内

資
　
格
特
に
な
し

　
な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
新
宿
区

西
新
宿
三
－
五
－
三
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
パ
レ
ス

八
〇
二
、
山
田
事
務
所
内
仏
教
英
語
研
究
会
、

電
話
〇
三
1
三
四
ニ
ー
六
六
〇
五
ま
で
。

　
　
…
事
務
総
局
録
事
（
＋
二
月
）
…

　
　
九
日

　
　
十
日

　
＋
一
日

二
＋
二
日

局
内
会
議

東
京
プ
デ
ィ
ス
ト
ク
ラ
ブ
成
道
会

同
和
研
修
会

局
内
会
議

法
律
相
談
室

吟
5
B
じ
B
8
一
野
鼠
8
8
濫
B
8
彦
ー
ー
ー
B
．
藍
じ
B
8
B
3
ー
ー
ー
奮
‘
．
5
B
ー
ー
」
｝

　
納
品
の
写
墓
　
　
墜
鞭
聯
樽
　
嚢
簸

　
報
恩
講
　
　
灘
懇
讃
犠
肝
罷
儲
…

…
　
　
（
西
本
願
寺
）
て
鯵
真
宗
系
の
教
団
に
所
属
す
る
各
寺
…

紬
　
浄
土
真
宗
の
開
祖
親
里
聖
人
の
忌
日
に
、
　
　
院
は
、
本
山
よ
り
期
日
を
繰
上
げ
て
こ
れ
を
騨

…
報
恩
謝
徳
の
為
に
行
な
わ
れ
る
法
会
を
い
い
、
修
す
る
慣
例
が
あ
り
、
・
御
引
上
L
「
御
患

紬
　
「
御
正
忌
」
　
「
御
講
」
と
も
よ
ば
れ
る
。
親
　
　
越
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
”

　
鷲
の
覆
、
そ
の
門
侶
の
間
で
追
慕
の
情
か
慧
講
は
、
真
宗
棄
山
に
お
け
る
最
大
…

紬
ら
「
毎
月
二
十
七
日
の
御
念
仏
」
が
行
な
わ
　
　
の
年
中
行
事
と
し
て
、
各
地
か
ら
の
参
拝
豊
州

　
れ
て
い
た
が
、
・
二
塁
式
」
を
作
っ
て
講
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
、
多
あ
古
文
蕊

…
繋
黙
黙
た
の
礒
本
願
寺
慕
無
滋
誕
鴛
黒

縞
　
親
鶯
は
、
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
十
一
　
　
院
、
ま
た
全
国
の
真
宗
寺
院
で
、
門
信
徒
の
”

　
月
二
＋
合
に
入
寂
し
た
が
、
現
在
、
本
願
念
仏
の
声
が
あ
ふ
れ
る
．
　
　
｝

f
墾
2
ー
ー
ー
1
　
　
1
－
－
引
…
一
　
　
ー
ー
1
－
1
－
1
ー
醒
し

昭
和
五
十
七
年
　
一
月
一
日
発
行

発
行
人
知
棚
繍
磯

で
も
6
も
◆
も
◇
ら
◆
奪
◆
も
6
奄
▲
；
◆
奄
6
ら
6
；
6
．
6
奄
◆
奄
6
奪
6
6
．
6
奪
◆
．
辱
6
も
6
ら
6
も
6
も
6
ら
薯
◆
も
6
奪
◆
噸
6
ら
．
◆
も
◆
も
ヴ

軸
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